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作成した書類には、職印を押すことが義務付けられています。

行政書士制度　広報月間スタート行政書士制度　広報月間スタート

　滋賀県行政書士会では、毎年１０月１日から１０月３１日ま
でを「行政書士制度広報月間」と定め、実施基本要項に
基づき県内一斉に展開します。県民に広く行政書士の存
在をアピールし、行政書士制度の普及・浸透を図る目的で
本会総会で承認をうけた事業として取り組むものであり
ます。本会、支部での無料相談会の開設や市町、関係機
関の窓口に配布したポスター等の効果的活用を図るとと

もに直接県民に働きかけるような広報活動を実施します。
　新しい広報活動としては滋賀県内のＪＲ２２駅構内への
ポスター掲示、また昨年滋賀県のホームページに「バナ
ー広告」を掲載したことにより、本会ホームページへの
アクセス件数が平均９００件から１９００件に増加したことを
踏まえ本年度もＢ枠への掲載をしました。
　昨年「行政書士制度強調月間」から「行政書士制度広報
月間」に名称が改められましたが、従来のとおり広報活動
に併せて非行政書士行為の排除のため監察活動にも取り
組むこととし、関係機関への窓口啓蒙板の設置確認と継続
設置に協力を求めるとともに滋賀県行政書士会会員が一
丸となり「行政書士制度広報月間」の事業を推進します。

本 庁 各 部（ 局 ）課 長
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関係行政委員会事務局長
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　行政書士制度広報月間の実施に向けて、県総務部長か
ら関係機関の長に対し、以下の文書が発信されました。
　
　
　
　
　
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　総　務　部　長
　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

「行政書士制度広報月間」の実施について

このたび滋賀県行政書士会では、行政書士制度に関し
て広く県民の理解と協力を得ることを目的に、10月１日から
同月31日までの１ヶ月間、「行政書士制度広報月間」                   
を実施されることになり、この期間中は、別表のとおり行政
書士電話無料相談、許認可手続無料相談所の開設をは
じめとする各種の活動を展開されます。
ご承知のように、行政書士法においては、行政書士でな
い者は、他の法律に別段の定めがある場合を除いて、他
人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その
他権利義務または事実証明に関する書類の作成を業とす
ることはできないとされています。
貴職におかれましても、この期間中滋賀県行政書士会

が行う種々の活動を機に、書類の受理に携わる職員をはじ
め各関係者に対し、行政書士法の趣旨が徹底されるよう、
ご指導いただきますようお願いします。
また、行政書士が作成した書類には、記名して職印を押
すことが行政書士法施行規則により義務付けられており、
職印を押す場所等については次に示す様式が滋賀県行
政書士会から指示されていますので、これらの確認を通じて、
適正な運用が行われますよう、ご留意願います。

なお、平成元年９月25日付け滋総第877号で非行政書
士排除に関するプレートの設置を依頼しました機関につき
ましては、引き続き当該プレートの設置についてご協力いた
だきますようお願いします。


